
函 南 町 危 機 対 応 ７ つ の マ ニ ュ ア ル 函南町教育委員会

台風などによる気象警報の場合

朝６:００の時点で「函南町」に「大雨・洪水・暴風警報」
のいずれか一つが発令中→自宅待機（メール配信）

※在校時に発令されることが予想される場合にも自宅待機になる場合が

ある

・授業の再開は学校で状況を判断し決定する（メール配信）
・在校時に発令した場合…状況を見て判断（下校・待機・引き渡

し）＊警報等なくても保護者の判断で自宅待機することもある。

地 震 の 時

調査情報 注意情報発令時 予知情報発令時 地震発生時

発 令 時 前兆現象の可能性大 地震発生の恐れ大 震度５弱以上

登 ・子どもは急いで家に避難する ・自分の身を守る
下 （学校の方が近い場合には、学校に避難） ・揺れが収まったら安
校 ※家族で行動の約束を確認 全な場所へ避難

小
在 ・ ・避難準備開始 ・グラウンドに避難 ・グラウンドに避難
校 中 ・引き渡し開始 ・引き渡し開始 ・状況を見て体育館へ
時 学 ・引き渡し開始

校

・登校を見合わせ、家族の約束に従って避難する
在 （事前に家庭で避難場所・方法等話し合っておく）
宅 ・自宅を離れ避難するときは、避難場所を玄関に貼る
時 （連絡先・安否確認のため）

・大規模地震の翌日以降は、学校からの連絡があるまで自宅待機

かぞくのやくそく…ひなんばしょは です

平

常

活

動

学校で病気になったとき・ケガをしたとき

１ 学校から保護者に連絡が入る（病気・ケガの状況を説明）
２ ①急を要する場合…医療機関を決める（救急車対応の場合

には、搬送先を連絡）職員が同行
②急を要さない場合…保護者が学校へ迎えに行き、医療機関

へ連れて行く
３ 受診後…受診結果を学校へ報告

校外活動中に病気になったとき・ケガをしたとき

・原則的に学校で病気になったとき・ケガをしたときの対応と同じ
・発生後の活動について担任と相談する
・修学旅行など遠隔地で駆けつけることができない場合には、
十分に家庭と連絡を取り、善後策を相談する

※持病等がある場合には、事前に担任・養護教諭と相談する

不審者が出没したとき

学校へ侵入 登下校時に出没 不審者情報

・安全確保 １ すぐに近くの家に助けを求める。 ・一斉メールにて配信
・子どもに動揺があ ２ 三島警察署に連絡 ９８１－０１１０ ・危険が伴う場合は、
る時・下校が危険 （時間・場所・人相・状況を伝える） 集団下校・引き渡し
なときなどは、引 ３ 学校へ連絡 など、対応を学校が
き渡しを行う （登校は子どもの様子を見て判断する） 判断するインフルエンザ等、感染性疾病の疑いがある場合

学校での発症 家庭での発症
１ 学校から連絡 ・疑いのあるときには
２ 学校へ迎えに行く 登校させない
３ 医療機関で受診 ・医療機関で受診

１出席停止の用紙を学校から受け取る
２医師の停止解除の指示を受け、停止
解除の用紙を医師からもらい登校する。

受診結果
を学校へ
報告する

出席停止を医師
に告げられた時

交通事故が起こったとき

１現場に急行
２消防署（救急車）・警察へ連絡
３学校へ連絡
４学校による現場の確認
（状況・時刻・場所など）

函南町立函南中学校
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